
1



3
〇  は じ め に ！

・  野 嵩 の 「 歴 史 文 化 遺 産 マ ッ プ 」 ！
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・ 野 嵩 の 「 戦 前 の 集 落 」 の イ メ ー ジ 図 ！

【現 公民館】

⑤クシヌカー
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１ ． 宜 野 湾 市 と 野 嵩 の あ ら ま し ！

①  宜 野 湾 市 の 現 在 か ら 過 去 へ の い ざ な い ！
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・左上：『琉球国之図(1796 年編集)』 ・『正保琉球国絵図(1640 年代編集)』

・ 右  ：『間切図(左上図の基図？)』
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②  文 献 資 料 に み る 宜 野 湾 市 域 の 「 村 」 の 名 称 ！

＊「村」⇒「字」 ⇒「区」！ ＊「番地」⇒「〇丁目〇番〇号」！

☞   ⑤ 市が認めた『自治会（じちかい）』は、道路や

河川などにより「区域」を特定できる、“５００世帯以上の地域住

民”が、「活動計画、会則」などを定めて、住民の安全確保、福利

厚生、スポーツ、青少年健全育成、環境整備、伝統・文

化行事などの活動を行っている「地縁団体（ちえんだんたい）」です。そ

のために、「行政区画」である『字』や『行政区』に住んでいる方

々とは、必ずしも一致しません［注］。市が認めた『自治会』

は、“宜野湾市自治会の認定に関する規程”により、１９８５

（昭和６０）年４月１日から実施されました。現在、市内には２３地

区の『自治会』があります。

［注］ 私は、『字』は“大山”だが、『自治会』は「伊佐」。僕は、『字』は「嘉数」だが、『自治会』は “ 嘉
数ハイツ”・・・というのは、『字』が「土地の行政区画」、『自治会』が「市民の自由意志にもとづく自
治組織」という考え方の違いによります。

［注］ 私は、『字』は“大山”だが、『行政区』は「伊佐」。僕は、『字』は「伊佐」だが、『行政区』は “ 喜
友名”・・・というのは、戦後の米軍の土地接収や１９５０（昭和２５）年以降の外人住宅の建 設などに
より、戦前の居住地に移住できない『字』の人々が多く、その制約のもとに『行政区』の再編が行わ
れたことによります。

☞  ①   『字（あざ）』は、市町村の全域を細かく分けた

「地方行政の基本（末端）”となる土地の区画（行政区画）」です

。さらに、『字』は“小字（原名）”と“地番”に細かく分かれます。

それは、１９０７（明治４０）年の“沖縄県及島嶼町村制（おきな

わけん および とうしょ ちょうそんせい）”の公布により、翌１９０８年４月１日から

実施されました。その制度によって、以前の『村（むら）』は『字』
に、「間切（まぎり）・島（しま）」は「町・村（ちょう・そん）」に呼び改められまし

た。なお、それに先立って、１８９９～１９０３（明治３２～３６）年

には、「土地整理［注］」が行われました。

［注］ 「住居（建物・家屋）」そのものに番号を付けた『住居表示』の住所は、「土地の行政区画」であ
る『字』と『行政区』をさらに細かく分けた“地番”と“番地”とは考え方が違うので、必ずしも一致しま
せん。しかし、「住居・生計」を同じくする“世帯”で構成される『自治会』とは、「住居（建物・家屋）」を
同じくする点で、おおむね一致すると考えてよいでしょう。

☞ ⑥最近の『住居表示（じゅうきょ ひょうじ）』は、私

たちの住んでいる「住居（建物・家屋）」そのものに番号を付けた

ものです。これまでは、「土地の行政区画」である『字』の “地番（

後に番地）”を住所としていましたが、最近では『字』の “名前”や

“境目”がはっきりせず、“地番”も順序よく並んでいないために、

訪ね先などが分かりにくくなりました［注］。そのような不便さをなく

すために、市では“宜野湾市住居表示に関する条例”を定め、１

９８４（昭和５９）年３月３１日から“住居表示制度”を開始しました

。

［注］  土地整理：当時の農民が保有する土地に「私的所有権」を認め、所有権者をもって「納税者」
とした、昔ながらの沖縄の土地制度と租税制度を根本的に改めた事業です。

☞  ②   『字（あざ）』ができた１９０８（明治４１）年、宜

野湾“村 (そん)”は、「宜野湾、神山、新城、野嵩、普天間、喜友名、

安仁屋（現在のキャンプ・ズケランに所在）、伊佐、大山、真志喜、宇地泊、

大謝名、嘉数、我如古」の、昔からあった１４地区の『字』に分
割されました。その後、士族（しぞく）出身の人々が移り住んだ“屋

取（やーどぅい）”の家々が散らばる「長田、愛知、赤道、中原、上

原、真栄原、志真志」が１９３９（昭和１４）年に、「佐真下」が１
９４３年に、先の『字』の“小字”を取り込んで、８地区の『行政区』

として新設されました。

☞   ③ 戦争直後の『行政区（ぎょうせいく）』。沖縄戦

を終えて、宜野湾“村”民は、戦前の『字』に帰ることは米軍から

許されず、『字』野嵩の収容所に、雑居生活を強いられました。

そして、１９４８（昭和２３）年１０月３１日に施行された“宜

野湾村行政区設置条例”に先立って、１９４７年１１月頃には、戦

前の『字・行政区』による『字（区域）・行政区（区名）』、すなわち

「戦前の“在地区分”による“対人的な行政区”」が成立し

ました。その後、米軍から戦前の『字』などへの移住が許可さ

れ、『字』の人々が移動すると、その“対人的な行政区”は意味

をなさなくなりました。

☞   ④ 現在の『行政区（ぎょうせいく）』は、戦前の

『字』と同じく、宜野湾市の全域を細かく分けた「地方行政の基本

（末端）”となる土地の区画（行政区画）」です。それは、１９

６８（昭和４３）年１１月３０日に施行された“宜野湾市行政区設
置規程”に先立って、１９６３年７月１日から適用されました。しか

し、市域の大部分が米軍に接収されたその合間をぬって、新たな

２０地区の『行政区』に分け直したことから、戦前来の

『字』とその新『行政区』の「土地区画」が一致しないことがありま

す［注］。
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③  宜 野 湾 市 域 の 「 村 」 の 移 り 変 わ り ！

☞ 現在、地方行政の基本単位である『村・字』は、戦前来の役割を新『行政区』にゆずり、私たちの生活のよりどころとなる「住居
（建物・家屋）」も『住居表示』に変わりつつあります。しかし、かつての『村・字・旧行政区』に暮らしていた人々は、私たち
宜野湾市の豊かな自然と伝統的な文化、歴史を守り伝え、自治会活動を支援するなど、さまざまな活動を行っています。

『 村 ・ 字 ・ 行 政 区 』 の 移 り 変 わ り  ［ 地 方 行 政 組 織 か ら み て ］

時 代 区 分 近  世  琉  球  近  代  沖  縄  戦  後  沖  縄  

首 里 王 府  1 8 7 2  琉 球 藩  1 8 7 9  沖  縄  県  1 9 4 5  琉 球 政 府  1  9 7 2  沖 縄 県

統 治 国 家 琉  球  王  国  日  本  国 ア メ リ カ 合 衆 国  日  本  国  

年   代 ？ ～ 1 6 7 1 1 6 7 1  ～ 1 8 9 7 1 8 9 7  ～ 1 9 0 8 1 9 0 8 ～  1 9 4 5 1 9 4 6  ～ 1 9 6 2 1 9 6 2 ～ 現 在

区 画 単 位 浦 添 間 切 宜 野 湾 間 切 宜 野 湾 間 切 宜 野 湾 村 宜 野 湾 村 宜 野 湾 市

執 行 機 関 番   所 番   所 役   場 役   場
沖

縄

戦

役 所 → 役 場 役   所

(  所 在 地 )  (  浦 添 仲 間 村 )  (  宜 野 湾 同 村 )  (  宜 野 湾 同 村 )  (  宜 野 湾 同 村 ) (  字 野 嵩 →  字 普 天 間 ) (  字 普 天 間 →  字 野 嵩 )  

責 任 者 地 頭 代 地 頭 所 間 切 長 村   長 村   長 市   長

基 本 単 位 ● ● 村 ● ● 村 ● ● 村 字 ● ●  字 ● ● 1 9 6 3   ● ● 区

執 行 支 所 村   屋 村   屋 村   屋 字 事 務 所 字 事 務 所 区 事 務 所 ・  区 公 民 館

担 当 者 村 掟 ( む ら う っ ち )  村 掟 ( む ら う っ ち )  村   頭 字 区 長 区 長 1  9 6  3   区 長

☛  ● ● の 場 所 に 、 あ な た の 住 ん で い る 所 の 地 名 を 、 あ て は め て 下 さ い ！   “  地 域 の 呼 び 方 の 移 り 変 わ り ”  が 分 か り ま す ！

【 年 代 説 明 】

・ 1 6 7  1 年 ： 宜 野 湾 間 切 を 新 設 ［ 浦 添 ・ 中 城 ・ 北 谷 の ３ 間 切 （ ま ぎ り ： 現 在 の 市 町 村 に 相 当 ） か ら 1 3 村 を 割 き 、 新 た に １ 村 を 設 け て 、 1 4 村 で 設 立 ］ 。

・ 1 8 7  2 （ 明 治  ５ ）  年 ： 琉 球 王 国 （ 首 里 王 府 ） を 廃 し 、 琉 球 藩 を 設 置 。

・ 1 8 7  9 （ 明 治 1 2 ）  年 ： 琉 球 処 分 （ 廃 藩 置 県 ） に よ り 、 琉 球 藩 を 廃 し 、 沖 縄 県 を 設 置 。

・ 1 8 9  7 （ 明 治 3 0 ）  年 ： 「 沖 縄 県 間 切 島 吏 員 （ り い ん ） 規 程 」 を 公 布 ［ 間 切 番 所 は 役 場 、 地 頭 代 は 間 切 長 、 村 掟 は 村 頭 な ど に 改 称 ］ 。

・ 1 9 0  8 （ 明 治 4 1 ）  年 ： 「 沖 縄 県 及 島 嶼 町 村 制 」 を 施 行 ［ 間 切 は 町 ・ 村 （ ち ょ う ・ そ ん ） 、 村 （ む ら ） は 字 、 間 切 長 は 村 長 、 村 頭 は 字 区 長 に 改 称 ］ 。

・ 1 9 4  5 （ 昭 和 2 0 ）  年 ４ 月 ： 沖 縄 戦 ［ 米 軍 は 沖 縄 島 に 上 陸 す る と 海 軍 軍 政 府 を 設 立 し 、 米 軍 の 占 領 ・ 統 治 は 1 9 7 2 年 の 日 本 復 帰 ま で 継 続 ］ 。

・ 1 9 4  6 （ 昭 和 2 1 ）  年 ４ 月 ４ 日 ： 市 町 村 制 が 復 活 。  ・ 1  9 6 3  （ 昭 和 3  8 ） 年 ７ 月  １ 日 ： 「 宜 野 湾 市 行 政 区 設 置 規 程 」 を 適 用 。

・ 1 9 6  2 （ 昭 和 3 7 ）  年 ７ 月  １ 日 ： 宜 野 湾 村 か ら 宜 野 湾 市 に 昇 格 。  ・ 1  9 7 2  （ 昭 和 4  7 ） 年 ５ 月 1 5 日 ： 日 本 復 帰 し 、 沖 縄 県 と な る 。
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２ ． 野 嵩 の 文 化 財 調 査  4 6  年 の あ ら ま し 」 ！

①  文 化 財 調 査 の あ ら ま し ［ 一 部 ］ ！

＝ 市 内 詳 細 『 文 化 財 』 分 布 調 査 ＝

○ 調査年月日

・第一次調査：1979 年 11 月４日～1980 年１月 21 日

・第二次調査：1981 年１１月 25 日～ 同 年３月 31 日

○ お世話になった方々（敬称略：一部）！

・桃 原 宇 精（明治 29 年生：新中桃原小）

・宮 城 清 助（明治 41 年 11 月 16 日生）

・松 川 栄 昌（明治 42 年 11 月 22 日生）

・比 嘉トシエ（明治 42 年 ４月 14 日生）

・島 田 キ ヨ（明治 43 年 ６月 15 日生）

・宮 本 一 郎（明治 44 年 ８月 ７日生）

・武 島 ツ ル（明治 44 年 ９月 20 日生）

・比 嘉 正 保（明治 44 年 12 月 22 日生）

・山 城 要 一（大正 ２年 ８月 16 日生）

・武 島 正 孝（大正 ６年 ６月 10 日生）

・玉 城 亀 三（大正 ７年 11 月 20 日生）

・大 川 信 栄（大正 12 年 12 月 25 日生）
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［注］ 現在、戦前来の『字』の出身者によって組織された団体は、「字宜野湾郷友会、字神山郷友会、
字普天間郷友会、字新城郷友会、字安仁屋郷友会、字伊佐共有財産保存会、字真志喜共有財産
保存会、字大謝名獅子舞保存会、字佐真下郷友会、字我如古郷友会」などがあります。
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②  野 嵩 の 「 文 化 財 情 報 図 」 ！
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③  野 嵩 の 「 遺 跡 ＝ 埋 蔵 文 化 財 包 蔵 地 」 ！
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④  野 嵩 の 「 地 名 ： 集 落 ， 交 通 ， 水 利 ， 自 然 ， 生 業 ， 公 共 施 設 ， 信 仰 ， 戦 争 ， 土 地 ， 一 族 ・ そ の 他 」 ！

＝ 野 嵩 の 『 地 名 』 調 査 ＝

○ 調査年月日

・2007 年度，2010 年度

○ お世話になった方々（敬称略）！

・大 川 正 雄（大正 13 年生）

・宮 城 武 雄（大正 13 年生）

・松 川 貞 雄（昭和 ７年生）

・島 田 政 弘（昭和 19 年生）
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⑤  野 嵩 の 「 言 語 ： 方 言 」

＝ 野 嵩 の 『 方 言 』 調 査 ＝

○ 調査年月日

・1984 年 10 月 10 日

○ お世話になった方々（敬称略）！

・松 川 栄 昌（明治 42 年 11 月 22 日生）

・島 田 キ ヨ（明治 43 年 ６月 15 日生）

・武 島 ツ ル（明治 44 年 ９月 20 日生）

・比 嘉 正 保（明治 44 年 12 月 22 日生）
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⑥  野 嵩 の 「 民 話 」 と 「 芸 能 」 ， そ の 他 ！
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３ ． 野 嵩 の 「 ス デ ィ バ ナ ビ ラ 」 に つ い て ！

①  首 里 王 府 の「 歴 史 の 道 ＝ 宿 道 」！  ＊ 近 世：琉 球 王 国 時 代（「 江 戸 時 代 」に ほ ぼ 相 当 ！ ）

新 城 神 山

普天間

野 嵩

宜野湾

我如古

嘉 数

内 湊

大謝名
真志喜

謝名具志川

伊 佐

喜友名

番 所
神 宮

安 仁 屋

北
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②  地 域 住 民 の 「 生 活 の 道 ＝ 里 道 」 ！  近 代 ： 戦 前 （「 明 治 , 大 正 , 昭 和 前 期 」 に 相 当 ！ ）

現代：戦後（「 昭 和 中 ・ 後 期 , 平 成 , 令 和 」 に 相 当 ！ ）
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